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建設環境委員会会議録 

 

平成２６年８月１９日 火曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午前１０時５１分閉議（実時間 ４６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．所管事務調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

  （ごみ非常事態宣言後の状況について） 

  （八代市環境センター建設事業の進捗状況 

   について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  太 田 広 則 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員 大 倉 裕 一 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 環境部長      本 村 秀 一 君 

  ごみ対策課長   小 橋 孝 男 君 

  ごみ減量啓発係長 坂 口 初 美 君 

  環境センター建設課長 山 口   剛 君 

                              

○記録担当書記    松 本 和 美 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）定刻となり定足数に達しましたので、

ただいまから建設環境委員会を開会いたしま

す。 

                              

◎所管事務調査 

・生活環境に関する諸問題の調査（ごみ非常事

態宣言後の状況について） 

○委員長（成松由紀夫君） 本日は、当委員会

の所管事務調査であります生活環境に関する諸

問題の調査を議題とし、調査を進めます。 

 それでは、まず、ごみ非常事態宣言後の状況

について、執行部から発言の申し出があってお

りますので、これを許します。 

 本村環境部長。 

○環境部長（本村秀一君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 本日は、臨時の建設環境委員会を開いていた

だきまして、まことにありがとうございます。

本日の案件につきましては、ごみ非常事態宣言

後の状況についてと八代市環境センター建設事

業の進捗状況についての２件につきまして、御

報告をさせていただきます。 

 内容につきましては、担当課長の小橋課長、

山口課長より説明をいたさせますので、よろし

くお願いいたします。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、小橋ごみ対

策課長。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、今、委員長からありましたごみ非

常事態宣言後の一般廃棄物の搬入量、処理量、

委託料の変化について御説明を座ってさせてい

ただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） まず最初に、
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配付しました資料の確認をお願いいたします。

表紙と２枚目に報告事項が３点、それから３枚

目に資料１、４枚目に資料２でございます。全

部で４枚でございます。 

 それでは、１枚目の資料１のほうの説明から

させていただきます。 

 １点目、収集・搬入実績です。資料１の１段

目です。一番上の段をごらんください。１段目

の一番右側、可燃物の搬入量、平成２１年度が

２万９４９３トンでした。平成２５年度では、

２万７５４１トン、比べまして１９５２トンの

減となっております。 

 それから、１段目の左から２行目ですけど

も、１人１日当たりの排出量を記載しておりま

すが、平成２５年度で４６４.７グラムでし

た。これは、平成２１年度の非常事態宣言前と

比べまして２４.９グラムの減となっておりま

す。目標時は５０グラムを達成しようというと

ころでしたが、ちょうど現時点で半分のところ

まで来ております。市民の皆様には、引き続

き、燃えるごみの減量に御協力をいただきたい

と考えております。 

 次に、２段目の資源物の搬入量です。平成２

１年度と比較いたしまして、平成２５年度で

は、一般家庭から出されます資源の日の関係で

すけども、２１５トン、――収集量のところで

２１５トンふえております。この要因といたし

ましては、市民の皆様の分別への意識の高ま

り、また環境市民団体やアドバイザーによる分

別啓発の効果によるものと捉えております。 

 一方、事業所系からの資源物の量は１４トン

減っております。全体では、一番右側ですが、

２０１トン増加しております。しかし、平成２

４年度と比べますと、資料２の２を見ていただ

ければと思います。最後のページの資料２のグ

ラフの２です。資源ごみの収集量という折れ線

グラフになっておりますが、平成２４年度が２

６０トンに対しまして、平成２５年度は２５１

トンと、９トン減っております。これの要因と

しましては、資源物の中でも有価物ですね、有

価物として捉える品目につきましては、各家庭

や各町内でのリサイクルが進んでいると考えら

れます。よって、清掃センターへの搬入量が減

少しているものと考えております。 

 次に、資料１に戻りまして、真ん中の処理実

績です。平成２５年度で収集量と直接搬入量を

合わせた量が２万７５４１トン、平成２５年度

で２万７５４１トンです。これに、資源物の中

に含まれていました燃えるごみの量、すなわち

中間処理後の可燃物の量を加えまして、平成２

５年の焼却対象物の量は、処理実績の真ん中あ

たり、合計とありますが、２万９８９１トンで

ございます。 

 次に、処理実績の２段目のところに１炉当た

りの平均焼却量を記載しておりますが、平成２

５年度では、１日当たり１号炉が４２トン、２

号炉が４３トン、合計８５トンを処理しており

ます。しかし、処理しきれなかった燃えるごみ

につきまして、平成２５年度では、２段目の右

側の下のほうに書いておりますが、搬出量とい

うことで１５９６トンを外部委託しておりま

す。金額に直しまして６７０２万８２１３円と

いうことを外部処理しております。 

 ちなみに、今年度２６年度は当初予算ベース

でございますが、外部搬出量を約１７００トン

見込んでおります。 

 最後に、一番下の資源の日、日曜日版です

が、月に２回、第２、第４日曜日に行っており

ます資源の日の日曜日版について御説明いたし

ます。 

 平成２５年度の持ち込み量は、可燃系、不燃

系合わせまして約１４４トンでございます。利

用者数は５１６５人で、１回当たりの平均の利

用者数は２１５人というふうに計算しておりま

す。 

 以上で御報告を終わらせていただきます。 
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○委員長（成松由紀夫君） はい、それでは本

件について、何か質疑、御意見等はございませ

んか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。非常にこの経

過報告についてですね、以前、当初、非常事態

宣言の直後、またその１年ぐらいは詳細に委員

会に報告をいただいてました。だけど、ここ、

私も建設環境委員会入ってからですね、そうい

うふうにこういったふうな報告がなかったとい

うのが実情じゃないかなというふうに思ってい

ます。これについてはですね、やはり丁寧に、

毎回、今の状況についてきちんと報告をいただ

きたいと思っていますし、この間のですね、ち

ょっと数字の増減あたりがですね、非常にわか

りづらいところもあるので、次の委員会あたり

に、これまで、以前出していただいたようなで

すね、ちょっと詳細な資料をまず提出いただい

て、説明をお願いしたいというふうに思いま

す。 

 そして、質問なんですけれども、先ほど事業

者系のごみの状況ですね。この間、非常に事業

系のごみについては、減量アドバイザーなんか

を雇用しながら、その減量に努めてきたという

ふうなところが、で、資源物に回していただく

というふうなですね、取り組みをされてきたか

と思うんですが、ちょっとそのあたりの効果あ

たりをちょっとお話をいただきたいと思うので

すが。 

○委員長（成松由紀夫君） どなたが答えます

か。（｢アドバイザーの効果」と呼ぶ者あり） 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、小橋課長。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） はい。今年度

ではございますが、ごみ減量アドバイザーの調

査対象事業所１００件程度回っておりますが、

多量排出事業所だけでなく、全ての事業所につ

いて御指導を行っているというような状況でご

ざいます。出た結果につきましては、ちょっと

手元に今、本日持ってきておりませんが、努力

をしていただいている事業所が多いかと考えて

おります。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

（委員幸村香代子君「はい、持ってなければ」

と呼ぶ）持ってこられてない。（｢もやもやせ

ぬで」と呼ぶ者あり）はい、坂口ごみ減量啓発

係長。 

○ごみ減量啓発係長（坂口初美君） ごみ減量

啓発係長の坂口と申します。 

 ごみ減量アドバイザーの２５年の活動につき

ましては、多量排出事業所の指定を１０１カ所

にふやしまして、年間で……今、済みません、

ちょっとデータを持ってきておりませんので詳

細な数がちょっとわからないんですが、年間を

通して事業所への訪問活動をさせていただいて

おります。 

 その中で、まず、施設とか医療系あたりのと

ころには数年回っておりましたので、ことしは

飲食店とかコンビニ業界とかスーパーあたりを

回らせていただいております。その中で、行っ

て初めてわかったんですが、店長さんあたりは

大概県外からの単身赴任とかいうことで、非常

事態宣言自体を御存じないという店舗の責任者

の方も多くおられたということで、チラシ等お

渡ししながら、分別についての御協力をいただ

いて、なかなかのお忙しい時間にお邪魔するも

んですから御不興を買うこともあるんですが、

最終的には、ああ、そうですかということで、

その事業の中身の御理解をいただいたりとかで

すね、今後の協力をお約束していただいてると

いう状態であります。 

 ことしの２６年に関しては、指定を１０１カ

所に追加して、あと１７施設を追加して、今、

調査あたりをしております。 

 それと、７月から９月までの間に５０カ所程
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度の、また新しく、まだ回ってないところの店

舗に関しての訪問を予定しているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。よろしいで

すか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。すごくです

ね、地道な活動をされているということを聞か

せていただいて、そのあたりについては承知し

てる部分もあるんですが、実際的に事業所系の

ごみあたりがですね、どんなふうに推移してい

くのかというあたりをですね、やっぱり押さえ

ていく必要あるというふうに思うんですよ。

で、ある程度ピックアップをしながら、事業所

系の中でもピックアップをしながら、どんなふ

うに減量していくのか、資源化に向かったのか

というあたりをですね、ちゃんと数字にあらわ

れるようなですね、検証をお願いをしたいとい

うふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今の小橋課長のほうか

ら説明がありましたが、私からのこれは質問で

ありますが、課長も４月に異動なされて、非常

事態の宣言については御認識はされとると思い

ますが、きょう、マスコミが報道しましたね、

この問題について。そういう中で、私は一つで

すね、この数字を見ながらですね、これだけの

やっぱり減量化を進めてこられた中で、生ごみ

の処理、これについて、以前、大半の議論をし

てきた経緯がありますね。生ごみの処理機の問

題等々について。その進捗について、ちょっと

お伺いしたいと思いますが。どれだけの普及し

てるのか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、生ごみの進

捗について。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 小橋課長。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） はい、済みま

せん、ちょっと手元に資料を持ってきておりま

せんが、今、山本委員がおっしゃった処理機の

進捗率につきましては、１００％の達成率を達

しておりません。まだ市民への啓発が足りない

のか、予算が足りないというような状況ではご

ざいません。 

 １基、大体五、六万円するんですが、大体２

万５０００円まで最高額、２分の１の助成金を

出しております。それから、堆肥化のほうのコ

ンポスト化のほうは３０００円を限度に出して

おります。 

 ですので……（｢済みません、ありました」

と呼ぶ者あり）ちょっとデータ、あったそうで

す。済みません。 

○委員長（成松由紀夫君） 途中でいいんです

か。 

○ごみ対策課長（小橋孝男君） はい。そうい

うことで、もう少し、委員御指摘のとおり、も

う少し啓発を高くしまして、市民の皆様に周知

する必要があると感じております。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 担当の方々、後で関係

資料を要求しますから、資料はやってくださ

い、後。 

 今、小橋課長が説明の中でですね、目標とい

うのは５０グラムというのを目標に掲げとると

いう中で、まあ、２４.何グラムですけども、

これは１００％、目標にするならですね、そう

いう啓発というのが一番大事だと思うんですよ

ね。そのほか、聞いたことありませんね。今、

課長が説明なされた中の言葉でありますけど
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も、もう中身についてはあんまり言いませんけ

ども、継続は力なりという言葉があるように、

そういうことを大事にですね、私は進めてほし

いと。 

 今回の建設も後から説明があると思うんです

けども、まあ、２００トンという、１５０ト

ン、２００トンという中で、減量化を進めてい

けばですね、後の管理費の問題も含めてです

ね、人口は減るは、ごみは減るはとなればです

ね、見直すということもですね、後から説明あ

ると思うんですけども、大変なですね、もう今

おくれてるんですけども、将来的に考えたら、

２０年先を考えたときにはですね、もう本当に

もうごみの減量化がですね、進めば進むほど、

それだけの施設も縮小するという、これはもう

大事なことだと思うんですよ。もう今さら言っ

てもだめなんですけどね。 

 その中で、ごみの減量についてはですね、し

っかりと啓発をしていただきたいという要望を

しておきますから。 

○委員（幸村香代子君） 関連でいいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） 関連。その前に、

資料があった分は、坂口係長。（ごみ減量啓発

係長坂口初美君「はい」と呼ぶ）答弁はどうで

すか。（ごみ減量啓発係長坂口初美君「申し上

げます」と呼ぶ） 

 はい、坂口ごみ減量啓発係長。 

○ごみ減量啓発係長（坂口初美君） 大変失礼

しました。 

 生ごみ減量化の助成の実績でございますが、

平成２５年は１１２件の申請があっておりま

す。非常事態宣言をしましたときは２９６件の

申請を受け付けておりますが、その後は大体１

１０件、１２０件台で推移をしているところで

ございます。 

 それともう一つ、段ボール堆肥化の事業の推

進で、うちのほうから出前講座等しております

が、２５年は７回ほど講座をさせていただい

て、２６１人の方に受講していただき、２５２

人の方が段ボールのほうのお試しをしてみたい

ということで配布をさせていただいておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ありがたいです。とに

かくそういう状況で、予算化するなら予算化の

ほうが一番減量化に結んでいきますからです

ね、課長、ぜひともその予算化にですね、９

月、１０月というのはそういう時期に入ります

から、予算化を進めて、予算のオーバーをする

ようにですね、そしてまた頑張っていただきた

いと、そういうふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、関連で幸村

委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。その生ごみの

堆肥化、または資源化というあたりなんですけ

れども、これ、部長にお答えいただきたいとい

うふうに思うんですが、今、山本委員が言われ

たいろんなですね、キットの助成だ何だという

あたりについては、取り組まれてきた経過につ

いて押さえてるつもりです。しかし、市全体と

して生ごみの資源化についてですね、どのよう

な考えを持たれてるのかというあたりをです

ね、ちょっとお聞かせいただきたいんですけ

ど。 

○委員長（成松由紀夫君） 生ごみに対する部

としての部長の見解をよろしいですか。 

 はい、本村環境部長。 

○環境部長（本村秀一君） はい。生ごみの資

源化についてですが、生ごみの場合は、ごみで

そのまま出したときにかなり水分量が、ほとん

どが、８０％とか７０％とか水分がほとんどで

すので、そういった中には、やっぱり市民の皆

さん方に御協力していただくためには、啓発も
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もちろんですけれども、いかに生ごみの水分を

減らすか等々についてですね、これから、今ま

でもいろいろ努力はしてますものの、なかなか

市民の皆さんにもなかなかそこまで行きわたっ

ていないところもありますので、今後やっぱり

引き続き、いろいろ啓発に努めていきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 啓発だけの問題じゃ

なくてですね、この間、過去をさかのぼれば、

非常に八代市としては生ごみの資源化あたりに

非常に力を入れて取り組んできたと。で、今、

多くの自治体がそういった意味では燃やすごみ

を減量していく中で、また、いろんなですね、

対策の中で、やっぱり資源化してます。 

 で、そういったふうな取り組みがある中でで

すね、これだけのごみ政策、環境政策を持って

いる八代市がですね、そういったことに方針を

持ってない、政策を持ってないということにつ

いてですね、非常に私は問題じゃないかという

ふうに思ってるんです。 

 で、今のように、キットあたりを使った市民

のですね、個人の努力によるところだけに頼っ

ていくのか、啓発だけに頼っていくのか、それ

とも本当に市全体として、生ごみの資源化につ

いてですね、政策として進めていくのかという

あたりがですね、やっぱり先々の、これは環境

センターが新しくなろうがなるまいが、八代市

の政策として進めてきたものだというふうに思

うんですね。だけん、そのあたりをですね、も

う少し、部としてですね、真剣に考えていただ

きたいなと。 

 この件については、もう何年も前から言われ

てきてることですし、いろんなごみ対策検討会

議、市民を巻き込んだ検討会議の中でも指摘を

されてきたことです。もう少しそのあたりにつ

いてですね、真剣に検討いただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、環境部、よ

ろしいですか。 

 はい、本村部長。 

○環境部長（本村秀一君） はい。ただいま幸

村委員のほうから言われましたように、キット

とか何とかについては、個人の問題ではなく

て、八代市の政策として今後取り組んでいきた

い、考えていきたいというふうに思っていま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） はい。なければ、

ただいま幸村委員、山本委員から資料請求の申

し出があっておりますので、お諮りいたしま

す。本委員会として資料を請求することに御異

議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 先ほどの幸村委員、山本委員からちょっと御

指摘があって、資料があるなしの部分が、答弁

あった分も含めてですね、資料請求をしときま

すので、よろしくお願いします。 

 はい、以上でごみ非常事態宣言後の状況につ

いてを終了いたします。 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（八代市環境

センター建設事業の進捗状況について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、八代市環境

センター建設事業の進捗状況について、執行部

から発言の申し出があっておりますので、これ

を許します。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） 委員

長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） おは
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ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）環境センター建設課長の山口でご

ざいます。座って説明をさせていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） 説明

に入ります前に、資料の確認をよろしくお願い

いたします。建設環境委員会所管事務調査資料

ということで、Ａ４判で５枚と最後にＡ３判の

スケジュール案ということでつけさせていただ

いております。 

 それでは、資料に沿って説明をさせていただ

きます。内容につきましては、表紙をめくって

いただいて２枚目でございます。 

 １点目、入札公告から現在までの進捗につい

て、２点目、事業者選定委員会の進捗につい

て、３点目、今後のスケジュールについての３

点でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 まず、１点目でございます。入札公告から現

在までの進捗についてでございます。平成２６

年３月議会におきまして、約１９６億円の債務

負担行為を承認をしていただいております。そ

れを受けまして、５月１日に入札公告の募集要

項の公表を行っております。 

 次に、５月３０日を期限としまして、事業者

から募集要項に対する質問を受け付けておりま

す。質問の状況でございますが、参加状況のと

ころのほうに書いておりますけれども、６社か

ら合計３４９問の質問があっております。６社

について内訳でございますが、プラントメーカ

ーから３社、残渣資源化事業者３社からあって

おります。 

 また、その質問に対する回答を６月１３日の

市のホームページで公表をさせていただいてお

ります。 

 この回答を受けまして、６月２０日までに八

代市環境センター施設整備運営事業への参加表

明となる資格審査申請書の受け付けを行いまし

たところ、３グループより資格審査申請がなさ

れております。事務局におきまして、この提出

されました資格審査申請書の審査を行いました

結果、３グループとも資格基準を満たしており

ましたので、７月１日付で審査を合格した旨の

通知を行っております。 

 また、あわせまして、審査を通知いたしまし

た事業者へは、１２月下旬予定の総合評価によ

る事業者決定までの期間に割り当てるグループ

名も通知をしております。 

 なお、先ほど進捗にありました募集要項に対

する質問数につきましては、各項目ごとに下の

表のほうに示しており、合計３４９問となって

おります。 

 下のほうでございますが、一応１３４問をそ

れぞれの内容別に振り分けをしたのが下の表で

ございます。一番多かったのが２番の要求水準

書に対する質問ということでございまして、そ

の他、入札説明に対する質問、様式等に対する

質問というふうに質問が寄せられております。

一番多かった内容につきましては、単位ですと

か、書いてある文言に対します再度の確認事項

ですとか、そういう質問が多数寄せられており

ます。 

 続きまして、次のページをお願いいたしま

す。 

 ２点目の事業者選定委員会の進捗についてで

ございます。事業者選定委員会につきまして

は、今年度１２月の事業者決定までの間、約４

回を開催予定しております。昨年度まで、合計

１４回の会議を重ねてまいっておりますので、

その内容としましては、５月１日に公表しまし

た入札公告書類、中でも事業者選定基準につき

まして、多くの時間をかけて議論を行っており

ます。 

 今年度は、７月２５日に第１５回の選定委員

会を開催したところでございますが、あと３回

の開催を予定をしております。７月２５日の委
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員会の内容としましては、資格審査への応募状

況及び審査結果の、これは入札参加資格に対す

る審査結果の報告でございます。それと今後の

審査に向けての流れや内容の説明、確認を行っ

て、質疑や質問等を交わしております。 

 次の第１６回の選定委員会でございますが、

こちらは８月下旬に開催を予定しております。

この１６回につきましては、事務局と事業者が

直接質疑応答を行う対面的対話にオブザーバー

として参加をしていただく予定にしておりま

す。 

 次の第１７回でございますが、こちらのほう

は１１月の下旬に開催を予定しております。１

７回につきましては、非価格面の審査を行うヒ

アリングに向けての質疑の準備を行った上で、

最後の１２月に１８回の選定委員会で、事業者

からのプレゼンテーションと選定委員会からの

ヒアリングを行った後、非価格要素の審査を行

いまして、それとあわせまして④というのが１

６回選定委員会の後にありますけれども、技術

提案書・入札書等の提出期限を１０月の２４日

にしております。そのときに提出されました入

札書の開札等を、この１８回の委員会で行いま

す。この非価格要素と価格要素、２つ出てまい

りますので、これを点数化しまして、最高得点

者を落札候補者として決定するという予定にな

っております。 

 次の３点目ですけれども、次のページをお願

いいたします。スケジュールにつきましては、

次のＡ３をつけておりますので、そちらのほう

で説明をさせていただきます。 

 以前、２月の末だったと思いますが、お配り

しておりますスケジュールからの変更点という

ことで、詳細になってきた部分について追加を

しておりますので御報告をいたします。 

 ２段目の国、県からの用地取得に関しますと

ころでございますけれども、協議を進める中で

明確になってきました事項について変更を行っ

ております。ですので、以前のスケジュールよ

りも詳しく流れを表記させていただいておりま

す。表中、水色で示しておりますのが県での事

務手続、濃い青で示しておりますのが国での手

続でございます。 

 まず、以前からこれまでの経緯としまして

は、八代港内港地区の県有地、国有地を八代市

環境センターの建設候補地として、ことしの２

月に熊本県地方港湾審議会が開催されておりま

す。八代港臨港地区における分区土地利用計画

の変更がそのときになされております。分区に

つきましては、漁港区、特殊物資港区を分区の

指定なしへ、土地利用計画につきましては、港

湾関連用地、埠頭用地を都市機能用地と変更が

なされております。 

 これを受けまして、本年度に入りまして、２

６年の４月の７日付で市から県へ県有地売却の

申請を行っております。 

 今後の予定としましては、県有地の２.６ヘ

クタールにつきましては、８月に県の財産審議

会が開催されておりまして、９月の県議会で財

産処分の議決を得る予定ということで県のほう

から聞いております。 

 市としましては、県の進捗状況にあわせて、

市議会へ用地購入のための補正予算等、計上し

ていく計画としております。 

 まず、隣接します国有地の３.１ヘクタール

につきましては、港湾法の第５３条による譲渡

によりまして、用地取得手続が国から一旦港湾

管理者であります県へ譲渡をされます。その

後、県から市へ移ってくるという予定になって

おりますことから、県から市へ譲渡の際に、今

回と言いますか、県有地の取得と同じような手

続が必要となってまいります。 

 用地取得につきましては、今後も遅滞なく事

業進捗を図るため、国、県、市の３者で十分に

協議を重ねてまいるつもりでございます。 

 あとは、４段目でございますけれども、事業
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者選定及び実施設計・建設工事につきまして

は、入札公告を５月１日といたしましたこと

で、本年の１２月の落札者の決定を行いました

後、３月の市議会におきまして契約締結の議決

をお願いする予定でございます。 

 その後は、設計及び協議に入ってまいります

けれども、それと並行して、現在、県有地のほ

うにあります旧護岸等の撤去、そういったもの

など、できるところから準備工として入ってい

きたいというふうに考えております。平成２８

年度当初から本体部分については着工をしたい

ということで予定をしておるところです。 

 以上が環境センター建設事業に関します進捗

の状況でございます。報告させていただきま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ただいまの

件につきまして、何か質疑、御意見等はござい

ませんか。 

○委員（山本幸廣君） ちょっと委員長、よろ

しいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、山口課長から説明

がありました中で、しっかり耳をくじりながら

聞いておったんですけれども。きょう、声がで

すね、きのうありましたから聞きにくい点があ

ると思いますが、お許しください。 

 ５月１日に入札の公告はされましたよね。

（環境センター建設課長山口剛君「はい」と呼

ぶ）で、その後、きょうが初めての建設環境委

員会に報告がありました。いろんな、私たちも

まちに行ったり、地域の方々からいろんなとこ

ろから、今回についての業者の選定についても

ですね、お聞きをいたしております。そういう

中で、市民の方々がよく知ってるんですね、そ

の業者名も含めて。我々議員はほとんど知らな

いという状況に、今、置かれているのが現状な

んですよね。ですから、なぜ議会に対してね、

説明がきょうに至ったのか、その経緯を説明し

てください。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口 剛君） は

い。委員さんから御指摘がありましたけれど

も、本年度に入りまして、今回が第１回目の建

設事業の御説明ということになったわけでござ

います。 

 以前と言いますか、委員の皆様方から内容に

ついて報告をというようなことでお話はあった

というふうに心得ておりますけれども、理由と

しましては、現在、入札の募集をいたしまし

て、事業者から資格審査等の申請が実際上がっ

てきております。業者名等につきましては、今

後とも公表はする予定にはしておりませんけれ

ども、なるべく審査が、選定委員会での審査が

スムーズに進んでまいりますように、公平にや

っていきたいというふうに事務局のほうでは考

えております。 

 なかなか公表できる部分、公表できない部

分、非常にございますけれども、なるべく誤解

のないように、今後とも進めていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたしたいと

思っております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） あなたは、よく考えて

ます、考えてますって言葉をよく使うんだけ

ど、あんたらだけ考えたってどうにもならない

んですよ。議会を軽視したらだめよ、あんたた

ちはね、はっきり言ってから。これだけ私から

要望しておきますから。委員長、そこだけ強く

言っとってください。議会軽視をするなって。 

○委員長（成松由紀夫君） 山本委員の気持ち

もわかります。ただ、執行部としては、事業

者、もう公表しないということで、なるべく波

風を立てないような形でということで差し控え

とったというような御意見だと思いますし、正
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副委員長あたりにも、いろいろとそこら辺の執

行部の気持ちも聞いておりますので、まあ、出

せるところの範囲は、しっかり委員会の中で報

告をしていただくように要望しておきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連よかです

か。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、委員長からね、執

行部に対して、そういう一つのお諮りもあった

んですけども、なぜ市民の方々が先にね、業者

名を知っておられるのかということ。公表だ

の、公平、公正ならたい、まずは議会に対して

はね、いろいろとやっぱり詳細にわたって説明

すべきだと私は思うんですよ。それは、情報と

いうのは的確に情報を伝えて、議会にはしてい

ただきたいというのが私の真意ですよ。そこあ

たり、どやん思うね。ちょっとだけ部長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、本村環境部

長。 

○環境部長（本村秀一君） はい。ただいま山

本委員のほうから言われました、市民の方が御

存じとか、それは別としまして、やっぱり議会

軽視というのは、それは絶対いけないことでご

ざいますので、やっぱり説明できるところは、

折を見て説明をしていきたいというふうに思い

ます。今後ともよろしくどうぞお願いします。 

○委員（山本幸廣君） はい、よろしいです。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

はい。 

○委員（幸村香代子君） 関連でいいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 公平に公正にやるた

めに情報を制限していくというふうなやり方も

あるかと思うんですが、きちんと公表すること

で公平性が保たれるということも、またあるん

ですよね。で、何をどう公表していくかという

ことについてね、やっぱりきちんとされるべき

だというふうに思います。 

 で、私のところにも、やっぱり山本委員おっ

しゃるように、いろんなところから、ここだ

ろ、ここだろ、ここだろというふうなですね、

実際に事業所名が上がってなんか来ると。で、

非常によろしくないことだというふうに思うん

ですね。それがただのうわさなのか、うわさだ

ろうというふうには思うんですが、だから、だ

からこそですね、情報の出し方、何をどう出し

たほうが公正に公平に進むのかということにつ

いてですね、しっかり検討いただきたい。私も

山本委員の意見にですね、そのように思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。今、るる御

意見等があっておりますけれども、さきの建設

環境委員会の中で古嶋委員、前川委員からもで

すね、議会も執行部もしっかり襟を正して、今

から大変、そういう微妙なタイミング、入札公

告等が始まってからはということの御指摘も受

けておりましたので、執行部の中ではですね、

そういう御指摘も受けた中で、スケジュール等

々については、いろいろと議会にも出していき

たい、委員会にも出していきたいということは

ですね、丁寧に部長、次長から正副委員長にも

相談はあっておりました。 

 ただ、今言われるように、幸村委員がそうい

った形でですね、事業者を逆に出したほうが公

平性が保たれるんではないかというような、い

ろんな御意見もございますけれども、執行部と

しては事業者公表をしないということでありま

したので、まあ、こういう形で出せるものは、

今後ともですね、きっちり執行部にも、議会軽

視という気持ちはあられないようですから、ぜ

ひ出していただきたいというふうに思います。 

 ほかにございませんか。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 重ねて、関連質問であ
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りますが、先ほど山本委員からおっしゃったよ

うに、課長から３グループの、ありましたとい

うお電話があって、その２日後にはですね、も

う業者さんの名前を市民の方がですね、ちゃん

と言われてこられてましたので、その辺がどう

して漏れたのかなと。公表はしないというな

ら、あくまでも漏れないのが、というふうに私

は思います。 

 そして、その３グループが合格をされたとい

うことでありますが、その後、福岡県内で少し

不祥事があったように聞いておりますが、その

辺のところは。もし、そのグループの方が、そ

の合格の中に入っていれば、今後どのようなや

り方をされるのか、少しその辺のところをお聞

かせをいただきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。今、古嶋委

員からありました不祥事の詳細は、何か具体的

なものは。 

○委員（古嶋津義君） そこまで言うてよかっ

かな。 

○委員長（成松由紀夫君） いやいやいや、ち

ゅうか、まあ、じゃあ小会しようか。 

 それでは、小会いたします。 

（午前１０時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４９分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、本会に

戻します。 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。先ほど山本委員

の関連質問としてお尋ねをさせていただきまし

たが、お尋ねをした件については、まあ、執行

部としては、グループ名、事業者名はもう公表

しないということであります。まあ、市民の方

から私のところには御指摘がありました。お尋

ねをしたわけでありますが、そのことに、不祥

事も含めてでありますが、仮にそういうことが

公表後にあったとすれば、本会議の中で質問を

させていただくことを、ここで申し上げておい

て終わりたいと思います。 

 終わります。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。今、古嶋委

員から御指摘があるとおり、古嶋委員からは前

回の建設環境委員会の中でも、しっかり執行部

も議会も襟を正して、大変大事な時期だという

ような御指摘もあっております。 

 その中で、事業者さんのうわさ等々が市民の

皆さんの口から議員のほうにもですね、いろん

な憶測としても含めてですが、飛び交っている

から、そこら辺をきっちり執行部もやってくれ

というような山本委員からの御指摘でもあった

かと思いますので、そこら辺はですね、執行部

もやっぱりしっかり手綱を締めて、そして報告

すべきはきちんと報告していただくようにお願

いしときます。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代市環境センター建設事業の進捗状況につい

てを終了いたします。 

 ほかに当委員会の所管事務調査について、何

かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

本日の委員会の日程は全部終了いたしました。 

 これをもちまして、建設環境委員会を散会い

たします。 

（午前１０時５１分 閉会） 
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